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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の超音波画像及び当該第１の超音波画像の位置に基づいて決定される第２の超音波
画像を用いて微小構造物を抽出する画像処理であって、前記第１の超音波画像上の各画素
につき、前記第２の超音波画像において空間的に対応する画素を含む参照領域内の最大画
素値を差分する微小構造物抽出処理を実行することで、微小構造物抽出画像を生成する画
像処理手段と、
　前記微小構造物抽出画像を所定の形態にて表示する表示手段と、
　を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　複数の超音波画像の中から、前記第２の超音波画像を指定するための指定手段をさらに
具備することを特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　複数の超音波画像のそれぞれと前記第１の超音波画像とを用いて前記微小構造物抽出処
理を実行することで、複数の第１の画像を生成し、前記複数の第１の画像のそれぞれに関
する画素値の総和に基づいて、前記第２の超音波画像を指定する指定手段をさらに具備す
ることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記参照領域のサイズを指定するための指定手段をさらに具備することを特徴とする請
求項１乃至３のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
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【請求項５】
　前記第２の超音波画像は、前記第１の超音波画像に関して対称に位置する二つの超音波
画像であって、
　前記画像処理手段は、前記第２の超音波画像のそれぞれについて前記微小構造物抽出処
理を実行した結果に基づいて、前記微小構造物抽出画像を生成すること、
　を特徴とする請求項１乃至４のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記画像処理手段は、
　複数の前記第１の超音波画像について前記微小構造物抽出処理を実行することで、複数
の前記微小構造物抽出画像を生成し、
　前記複数の微小構造物抽出画像を用いた最大値投影処理を実行することで、最大値投影
画像を生成し、
　前記表示手段は、前記最大値投影画像を所定の形態にて表示すること、
　を特徴とする請求項１乃至５のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記画像処理手段は、
　前記第１の超音波画像について、スペックルパタン成分を除去するための所定の処理を
実行し、
　前記所定の処理後の前記第１の超音波画像を用いて、前記微小構造物抽出処理を実行す
ること、
　を特徴とする請求項１乃至６のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記表示手段は、前記第１の超音波画像に付加された超音波プローブの位置に関する情
報に基づいて、超音波プローブの位置が示されたボディマークを表示することを特徴とす
る請求項１乃至７のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記微小構造物抽出処理を実行する場合に、その空間的な動きに連動して前記第１の超
音波画像の位置を指定する指定手段をさらに具備することを特徴とする請求項１乃至８の
うちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　超音波画像データにおける複数の位置に対応する複数の画素のそれぞれに対し、所定距
離離れた参照領域内の最大画素値を差分する微小構造物抽出処理を実行することで、微小
構造物抽出画像を生成する画像処理手段と、
　前記微小構造物抽出画像を所定の形態にて表示する表示手段と、
　を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１１】
　コンピュータに、
　第１の超音波画像及び当該第１の超音波画像の位置に基づいて決定される第２の超音波
画像を用いて微小構造物を抽出する画像処理であって、前記第１の超音波画像上の各画素
につき、前記第２の超音波画像において空間的に対応する画素を含む参照領域内の最大画
素値を差分する微小構造物抽出処理を実行することで、微小構造物抽出画像を生成する画
像処理機能と、
　前記微小構造物抽出画像を所定の形態にて表示する表示機能と、
　を実現させることを特徴とする超音波画像処理プログラム。
【請求項１２】
　コンピュータに、
　超音波画像データにおける複数の位置に対応する複数の画素のそれぞれに対し、所定距
離離れた参照領域内の最大画素値を差分する微小構造物抽出処理を実行させることで、微
小構造物抽出画像を生成させる画像処理機能と、
　前記微小構造物抽出画像を所定の形態にて表示させる表示機能と、
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　を実現させることを特徴とする超音波画像処理プログラム。
【請求項１３】
　第１の超音波画像及び当該第１の超音波画像の位置に基づいて決定される第２の超音波
画像を用いて微小構造物を抽出する画像処理であって、前記第１の超音波画像上の各画素
につき、前記第２の超音波画像において空間的に対応する画素を含む参照領域内の最大画
素値を差分する微小構造物抽出処理を実行することで、微小構造物抽出画像を生成する画
像処理手段と、
　前記微小構造物抽出画像を所定の形態にて表示する表示手段と、
　を具備することを特徴とする超音波画像処理装置。
【請求項１４】
　複数の超音波画像の中から、前記第２の超音波画像を指定するための指定手段をさらに
具備することを特徴とする請求項１３記載の超音波画像処理装置。
【請求項１５】
　複数の超音波画像のそれぞれと前記第１の超音波画像とを用いて前記微小構造物抽出処
理を実行することで、複数の第１の画像を生成し、前記複数の第１の画像のそれぞれに関
する画素値の総和に基づいて、前記第２の超音波画像を指定する指定手段をさらに具備す
ることを特徴とする請求項１３又は請求項１４に記載の超音波画像処理装置。
【請求項１６】
　前記参照領域のサイズを指定するための指定手段をさらに具備することを特徴とする請
求項１３乃至１５のうちいずれか一項記載の超音波画像処理装置。
【請求項１７】
　前記第２の超音波画像は、前記第１の超音波画像に関して対称に位置する二つの超音波
画像であって、
　前記画像処理手段は、前記第２の超音波画像のそれぞれについて前記微小構造物抽出処
理を実行した結果に基づいて、前記微小構造物抽出画像を生成すること、
　を特徴とする請求項１３乃至１６のうちいずれか一項記載の超音波画像処理装置。
【請求項１８】
　前記画像処理手段は、
　複数の前記第１の超音波画像について前記微小構造物抽出処理を実行することで、複数
の前記微小構造物抽出画像を生成し、
　前記複数の微小構造物抽出画像を用いた最大値投影処理を実行することで、最大値投影
画像を生成し、
　前記表示手段は、前記最大値投影画像を所定の形態にて表示すること、
　を特徴とする請求項１３乃至１７のうちいずれか一項記載の超音波画像処理装置。
【請求項１９】
　前記画像処理手段は、
　前記第１の超音波画像について、スペックルパタン成分を除去するための所定の処理を
実行し、
　前記所定の処理後の前記第１の超音波画像を用いて、前記微小構造物抽出処理を実行す
ること、
　を特徴とする請求項１３乃至１８のうちいずれか一項記載の超音波画像処理装置。
【請求項２０】
　前記表示手段は、前記第１の超音波画像に付加された超音波プローブの位置に関する情
報に基づいて、超音波プローブの位置が示されたボディマークを表示することを特徴とす
る請求項１３乃至１９のうちいずれか一項記載の超音波画像処理装置。
【請求項２１】
　前記微小構造物抽出処理を実行する場合に、その空間的な動きに連動して前記第１の超
音波画像の位置を指定する指定手段をさらに具備することを特徴とする請求項１３乃至２
０のうちいずれか一項記載の超音波画像処理装置。
【請求項２２】
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　超音波画像データにおける複数の位置に対応する複数の画素のそれぞれに対し、所定距
離離れた参照領域内の最大画素値を差分する微小構造物抽出処理を実行することで、微小
構造物抽出画像を生成する画像処理手段と、
　前記微小構造物抽出画像を所定の形態にて表示する表示手段と、
　を具備することを特徴とする超音波画像処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、組織のエコー信号から、生体臓器中の微小な構造物を抽出し表示する超音波
診断装置等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断は、超音波プローブを体表から当てるだけの簡単な操作で心臓の拍動や胎児
の動きの様子がリアルタイム表示で得られ、かつ安全性が高いため繰り返して検査を行う
ことができる。この他、システムの規模がＸ線、ＣＴ、ＭＲＩなど他の診断機器に比べて
小さく、ベッドサイドへ移動していっての検査も容易に行えるなど簡便な診断手法である
と言える。この超音波診断において用いられる超音波診断装置は、それが具備する機能の
種類によって様々に異なるが、小型なものは片手で持ち運べる程度のものが開発されてお
り、超音波診断はＸ線などのように被曝の影響がなく、産科や在宅医療等においても使用
することができる。
【０００３】
　このような種々の長所を持つ超音波診断の一つに、乳がんの早期診断がある。乳房組織
においては、乳癌の徴候として微小石灰化が発生するケースが多いことが知られている。
微小石灰化病変は１個あるいは数個で局所に散在する。石灰は生体組織に比べ硬いため、
超音波をよく反射するため画像上高輝度となることが期待される。しかしながら、実際に
画像の中から目視する場合には、数百ミクロン程度であっても抽出するのは難しいと言わ
れている。
【０００４】
　ところで、超音波画像上には、超音波のランダムな干渉に起因するスペックルパタンと
呼ばれる干渉縞が発生する場合がある。このスペックルパタンは、肝硬変の診断等に利用
される。その一方で、例えば上記乳癌検診の場合には見落とされがちな微小石灰化等の微
小構造物と酷似しており、場合によっては紛らわしい画像情報となる。従って、乳癌診断
等においてはスペックルパタンを除去したいというニーズがあり、そのための技術として
、例えば空間コンパウンド、ＣＦＡＲ（Ｃｏｎｔｒａｓｔ　Ｆａｌｓｅ　Ａｌａｒｍ　Ｒ
ａｔｅ：一定誤警報率）処理、類似度フィルタ等がある。ここで、空間コンパウンドとは
、異なる方向からの送受信信号を重畳しスペックルを平滑化するものである（例えば、特
許文献１、２、３、４参照）。ＣＦＡＲ処理とは、対象画素を周囲の輝度平均で減算し、
これを用いて高輝度部分を抽出するものである（例えば、特許文献１参照）。類似度フィ
ルタとは、その統計的性質を利用して、スペックルを除去するものである。また、これら
のスペックルパタン除去の手法の他、超音波診断の分野ではないが、微小石灰化を自動認
識する試みが、主にＸ線診断画像の応用として種々報告されている（例えば、特許文献５
参照）。
【０００５】
　さらに、微小石灰化に代表される微小構造物を抽出するための他の技術としてＭＩＰ処
理がある。これは、複数の画像フレームの最大輝度を代表値として、一枚のフレームに投
影するというものである。主に３次元画像処理において、ボリュームデータを二次元画像
として表示する際に用いられる。理想的には、複数フレームの情報が一枚に重畳され、情
報量の高い画像を得ることができる。また、その他、従来の超音波診断装置に搭載されて
いる画質調整パラメータを変更しスペックルパタンを軽減することも可能である。また、
例えばダイナミックレンジを小さくすると特定の狭い範囲の信号のみが表示される。さら
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に、ゲインを低く設定するなど最適な調整を行えば、相対的に信号の小さいスペックルパ
タンは表示されず、相対的に信号の大きい微小構造物のみが画像化できる場合がある。
【特許文献１】特昭６１－１８９４７６号公報
【特許文献２】特開２００１－２３８８８４号公報
【特許文献３】特開２００３－６１９６４号公報
【特許文献４】特開２００４－３２１５８２号公報
【特許文献５】特許第３５９６７９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、微小物構造物を抽出するための従来の手法には、例えば次のような問題
がある。
【０００７】
　診断対象の乳腺は乳管などの構造が複雑であり、もとより均質な臓器ではない。従って
、従来のフィルタ処理を行うと、微小石灰化が検出されると同時に、乳腺構造も（構造物
として）抽出されてしまい、両者を十分に区別することができない。
【０００８】
　また、乳管などは微小石灰化に比べて明らかに大きな構造物であるため、フィルタ処理
にて残存しても、目視にて弁別が可能となることが期待されるが、それでも弁別が困難と
なることを、発明者らは研究でしばしば経験している。特に乳腺構造の一部のみが残存す
る場合は、フィルタ後の画像は点状に見えるため、微小石灰化に類似した画像となる場合
がある。
【０００９】
　さらに、画像上のスペックルパタンがランダムに変動する場合がある。係る場合には、
所定のスペックルリダクション処理を行ったとしても、スペックルが残存してしまい、石
灰化部位と区別が困難になる。
【００１０】
　本発明は、上記事情を鑑みてなされたもので、例えば乳腺等の連続構造物と微小石灰化
部分等の微小構造物とを正確に区別し、微小構造物を抽出することができる超音波診断装
置等を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、上記目的を達成するため、次のような手段を講じている。
【００１２】
　本発明の第１の視点は、第１の超音波画像及び当該第１の超音波画像の位置に基づいて
決定される第２の超音波画像を用いて微小構造物を抽出する画像処理であって、前記第１
の超音波画像上の各画素につき、前記第２の超音波画像において空間的に対応する画素を
含む参照領域内の最大画素値を差分する微小構造物抽出処理を実行することで、微小構造
物抽出画像を生成する画像処理手段と、前記微小構造物抽出画像を所定の形態にて表示す
る表示手段と、を具備することを特徴とする超音波診断装置である。
　本発明の第２の視点は、超音波画像データにおける複数の位置に対応する複数の画素の
それぞれに対し、所定距離離れた参照領域内の最大画素値を差分する微小構造物抽出処理
を実行することで、微小構造物抽出画像を生成する画像処理手段と、前記微小構造物抽出
画像を所定の形態にて表示する表示手段と、を具備することを特徴とする超音波診断装置
である。
　本発明の第３の視点は、コンピュータに、第１の超音波画像及び当該第１の超音波画像
の位置に基づいて決定される第２の超音波画像を用いて微小構造物を抽出する画像処理で
あって、前記第１の超音波画像上の各画素につき、前記第２の超音波画像において空間的
に対応する画素を含む参照領域内の最大画素値を差分する微小構造物抽出処理を実行する
ことで、微小構造物抽出画像を生成する画像処理機能と、前記微小構造物抽出画像を所定
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の形態にて表示する表示機能と、を実現させることを特徴とする超音波画像処理プログラ
ムである。
　本発明の第４の視点は、コンピュータに、超音波画像データにおける複数の位置に対応
する複数の画素のそれぞれに対し、所定距離離れた参照領域内の最大画素値を差分する微
小構造物抽出処理を実行させることで、微小構造物抽出画像を生成させる画像処理機能と
、前記微小構造物抽出画像を所定の形態にて表示させる表示機能と、を実現させることを
特徴とする超音波画像処理プログラムである。
　本発明の第５の視点は、第１の超音波画像及び当該第１の超音波画像の位置に基づいて
決定される第２の超音波画像を用いて微小構造物を抽出する画像処理であって、前記第１
の超音波画像上の各画素につき、前記第２の超音波画像において空間的に対応する画素を
含む参照領域内の最大画素値を差分する微小構造物抽出処理を実行することで、微小構造
物抽出画像を生成する画像処理手段と、前記微小構造物抽出画像を所定の形態にて表示す
る表示手段と、を具備することを特徴とする超音波画像処理装置である。
　本発明の第６の視点は、超音波画像データにおける複数の位置に対応する複数の画素の
それぞれに対し、所定距離離れた参照領域内の最大画素値を差分する微小構造物抽出処理
を実行することで、微小構造物抽出画像を生成する画像処理手段と、前記微小構造物抽出
画像を所定の形態にて表示する表示手段と、を具備することを特徴とする超音波画像処理
装置である。
【発明の効果】
【００１５】
　以上本発明によれば、例えば乳腺等の連続構造物と微小石灰化部分等の微小構造物とを
正確に区別し、微小構造物を抽出することができる超音波診断装置等を実現することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の第１実施形態及び第２実施形態を図面に従って説明する。なお、以下の
説明において、略同一の機能及び構成を有する構成要素については、同一符号を付し、重
複説明は必要な場合にのみ行う。
【００１７】
　（第１実施形態）
　図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置１の構成を示したブロック図である。同
図に示すように、本超音波診断装置１は、超音波プローブ１２と装置本体１１、入力装置
１３、モニター１４、外部記憶装置１６を具備している。また、装置本体１１は、超音波
送信ユニット２１、超音波受信ユニット２２、Ｂモード処理ユニット２３、ドプラ処理ユ
ニット２４、画像生成ユニット２５、画像メモリ２６、画像合成部２７、制御プロセッサ
（ＣＰＵ）２８、内部記憶部２９、インターフェース部３０を具備している。以下、個々
の構成要素の機能について説明する。
【００１８】
　超音波プローブ１２は、超音波送受信ユニット２１からの駆動信号に基づき超音波を発
生し、被検体からの反射波を電気信号に変換する複数の圧電振動子、当該圧電振動子に設
けられる整合層、当該圧電振動子から後方への超音波の伝播を防止するバッキング材等を
有している。当該超音波プローブ１２から被検体Ｐに超音波が送信されると、当該送信超
音波は、体内組織の音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、エコー信号として
超音波プローブ１２に受信される。このエコー信号の振幅は、反射することになった反射
することになった不連続面における音響インピーダンスの差に依存する。また、送信され
た超音波パルスが、移動している血流や心臓壁等の表面で反射された場合のエコーは、ド
プラ効果により移動体の超音波送信方向の速度成分を依存して、周波数偏移を受ける。
【００１９】
　なお、本超音波装置１が具備する超音波プローブ１２は、被検体の３次元領域を超音波
走査可能なものである。そのため、超音波プローブ１２は、振動子をその配列方向の直交
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方向に沿って機械的に揺動させ、３次元領域を超音波走査する構成、又は二次元的に配列
された二次元振動素子を用いて電気的制御により３次元領域を超音波走査する構成等を有
する。前者の構成を採用する場合、被検体の３次元的走査は前記揺動回路によって行われ
るため、検査者はプローブ本体を被検体に接触させるだけで、自動的に複数の二次元断層
像を取得することができる。制御された揺動速度から断面間の正確な距離も検知できる。
また、後者の構成を採用する場合には、原理的には、従来の二次元断層像を取得するのと
同じ時間で、３次元領域を超音波走査することができる。
【００２０】
　入力装置１３は、装置本体１１に接続され、オペレータからの各種指示、条件、関心領
域（ＲＯＩ）の設定指示、種々の画質条件設定指示等を装置本体１１にとりこむための各
種スイッチ、ボタン、トラックボール、マウス、キーボード等を有している。例えば、操
作者が入力装置１３の終了ボタンやＦＲＥＥＺＥボタンを操作すると、超音波の送受信は
終了し、当該超音波診断装置は一時停止状態となる。
【００２１】
　モニター１４は、スキャンコンバータ２５からのビデオ信号に基づいて、生体内の形態
学的情報（Ｂモード画像）、血流情報（平均速度画像、分散画像、パワー画像等）、これ
らの組み合わせを画像として表示する。
【００２２】
　外部記憶装置１６は、磁気ディスク（フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディス
クなど）、光ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤなど）、半導体メモリなどの記録媒体、及
びこれらの媒体に記録された情報を読み出す装置である。各種記録媒体から読み出された
情報は、インタフェース部３０を介して制御プロセッサ２８に転送される。
【００２３】
　超音波送信ユニット２１は、図示しないトリガ発生回路、遅延回路およびパルサ回路等
を有している。パルサ回路では、所定のレート周波数ｆｒ　Ｈｚ（周期；１／ｆｒ秒）で
、送信超音波を形成するためのレートパルスが繰り返し発生される。また、遅延回路では
、チャンネル毎に超音波をビーム状に集束し且つ送信指向性を決定するのに必要な遅延時
間が、各レートパルスに与えられる。トリガ発生回路は、このレートパルスに基づくタイ
ミングで、プローブ１２に駆動パルスを印加する。
【００２４】
　なお、超音波送信ユニット２１は、制御プロセッサ２８の指示に従って所定のスキャン
シーケンスを実行するために、送信周波数、送信駆動電圧等を瞬時に変更可能な機能を有
している。特に送信駆動電圧の変更については、瞬間にその値を切り替え可能なリニアア
ンプ型の発信回路、又は複数の電源ユニットを電気的に切り替える機構によって実現され
る。
【００２５】
　超音波受信ユニット２２は、図示していないアンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、加算器等を有
している。アンプ回路では、プローブ１２を介して取り込まれたエコー信号をチャンネル
毎に増幅する。Ａ／Ｄ変換器では、増幅されたエコー信号に対し受信指向性を決定するの
に必要な遅延時間を与え、その後加算器において加算処理を行う。この加算により、エコ
ー信号の受信指向性に応じた方向からの反射成分が強調され、受信指向性と送信指向性と
により超音波送受信の総合的なビームが形成される。
【００２６】
　Ｂモード処理ユニット２３は、送受信ユニット２１からエコー信号を受け取り、対数増
幅、包絡線検波処理などを施し、信号強度が輝度の明るさで表現されるデータを生成する
。このデータは、スキャンコンバータ２５に送信され、反射波の強度を輝度にて表したＢ
モード画像としてモニター１４に表示される。
【００２７】
　ドプラ処理ユニット２４は、送受信ユニット２１から受け取ったエコー信号から速度情
報を周波数解析し、ドプラ効果による血流や組織、造影剤エコー成分を抽出し、平均速度
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、分散、パワー等の血流情報を多点について求める。
【００２８】
　画像生成ユニット２５は、一般的には、超音波スキャンの走査線信号列を、テレビなど
に代表される一般的なビデオフォーマットの走査線信号列に変換（スキャンコンバート）
し、表示画像としての超音波診断画像を生成する。
【００２９】
　また、画像生成ユニット２５は、スキャンコンバート以外の種々の画像処理を実行する
。すなわち、画像生成ユニット２５は、後述する微小構造物抽出処理の他、例えば、スキ
ャンコンバート後の複数の画像フレームを用いた輝度の最大値画像を再生成する方法（平
滑化処理）、画像間の差分を用いる方法（差分演算）等を実行する。なお、当該画像生成
ユニット２５に入る以前のデータは、「生データ」と呼ばれることがある。
【００３０】
　画像メモリ（シネメモリ）２６は、例えばフリーズする直前の複数フレームに対応する
超音波画像を保存するメモリである。この画像メモリ２６に記憶されている画像を連続表
示（シネ表示）することで、超音波動画像を表示することも可能である。
【００３１】
　画像合成部２７は、画像生成ユニット２５又から受け取った画像を種々のパラメータの
文字情報や目盛等と共に合成し、ビデオ信号としてモニター１４に出力する。
【００３２】
　制御プロセッサ２８は、情報処理装置（計算機）としての機能を持ち、本超音波診断装
置本体の動作を制御する。制御プロセッサ２８は、内部記憶部２９から微小構造物抽出機
能を実現するための専用プログラム、所定の画像生成・表示等を実行するための制御プロ
グラムを読み出して自身が有するメモリ上に展開し、各種処理に関する演算・制御等を実
行する。
【００３３】
　内部記憶部２９は、所定のスキャンシーケンス、各実施形態に係る微小構造物抽出機能
を実現するための専用プログラム、画像生成、表示処理を実行するための制御プログラム
、診断情報（患者ＩＤ、医師の所見等）、診断プロトコル、送受信条件、ＣＦＡＲ処理制
御プログラム、ボディマーク生成プログラムその他のデータ群が保管されている。また、
必要に応じて、画像メモリ２６中の画像の保管などにも使用される。内部記憶部２９のデ
ータは、インターフェース部３０を経由して外部周辺装置へ転送することも可能となって
いる。
【００３４】
　インターフェース部３０は、入力装置１３、ネットワーク、新たな外部記憶装置（図示
せず）に関するインターフェースである。当該装置によって得られた超音波画像等のデー
タや解析結果等は、インターフェース部３０よって、ネットワークを介して他の装置に転
送可能である。
【００３５】
　なお、本超音波診断装置１には、必要に応じて、位置検出装置１５を設けることが可能
である。この装置は、撮影対象（すなわち、診断部位）に対する超音波プローブ１２の位
置に関する情報を検出するものである。ここで、超音波プローブ１２の位置に関する情報
とは、プローブ１２の絶対位置情報、相対位置情報、プローブ１２の可動前の位置情報と
可動速度及び時間、その他の走査時における超音波プローブ１２の位置を特定するための
情報である。
【００３６】
　図２は、位置検出装置１５の一例を示した図である。同図に示すように、位置検出装置
１５は、可動ステージ１５０、駆動部１５１を有している。可動ステージ１５０には、専
用アダプタを介して超音波プローブ１２を設置することができる。駆動部１５１は、制御
プロセッサ２８からの制御に基づいて、設置された超音波プローブ１２を可動ステージ１
５０に沿って移動させる。また、駆動部１５１は、内部にロータリーエンコーダ等を有し
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ており、可動ステージ１５０上における超音波プローブ１２の位置を検出し、その検出結
果を制御プロセッサ２８に逐次送信する。
【００３７】
　超音波画像の取得に際しては、診断対象である乳房は、水槽１７に水深させた状態で所
定の位置に配置され、検査中は動かないよう固定される。また、超音波プローブ１２及び
位置検出器１５は、水槽１７の底面側に配置される。制御プロセッサ２８は、超音波プロ
ーブ１２が所定の速度で移動するように駆動部１５１を制御させつつ超音波送受信を実行
することで、自走式超音波走査を実行する。プローブ１２からの画像は、実施例１同様に
装置本体に送られる。また、駆動部１５１から取得する位置情報は、後述するプローブ位
置に関する情報生成にリアルタイムで利用されると共に、各フレームの付帯情報として記
入され管理される。
【００３８】
　（微小構造物抽出機能）
　超音波断層像（Ｂモード像）で微小な構造物と思われる輝点（以下、単に輝点）が観察
されたとき、実際にはそれが本当に微細石灰化のような構造物であるか、乳腺のような組
織構造の一部なのかは、判断しにくい。特に１枚の静止画像では診断することができない
と言われている。
【００３９】
　しかし両者は、例えば次のような点で異なる。
【００４０】
（Ａ）微細石灰の組成は生体組織よりも硬く、原理的にはより大きな超音波反射信号が得
られているはずである。我々の研究結果からも、微細石灰化による輝点の信号レベルは周
囲のスペックルパタンの最大値よりもいくらか高いことが判明した。ただし輝度としてモ
ニター表示された場合、この信号レベルの差を目視で判定することは難しいわけである。
【００４１】
（Ｂ）微細石灰化は局在する微小構造物であり、一方で乳腺等の生体組織は３次元的に一
定の範囲で連続する構造を持つ連続構造物であり、その空間分布の形態において、本質的
に大きく異なる。よって奥行き方向の３次元的な連続性も加味すれば、両者の違いが判定
できると期待できる。
【００４２】
　本機能は、この点に着目し、例えば乳房、肝臓、膵臓等の診断において、輝度の微小な
違い、および空間分布の形態に基づいて両者を区別し、微小構造物が積極的に抽出された
画像生成（微小構造物抽出画像）を生成するものである。
【００４３】
　なお、本微小構造物抽出機能を用いた処理（微小構造物抽出処理）は、画像群データを
その対象とする。ここで、画像群データとは、複数の二次元画像を有するボリュームデー
タ、或いは異なる複数の二次元画像から構成されるデータ（完全なボリュームデータを必
ずしも構成しない）を意味する。本実施形態においては、説明を具体的にするため、ボリ
ュームデータとしての画像群データを用いた微小構造物抽出処理について説明する。この
様な画像群データは、超音波プローブ１２を、その振動子配列方向と直交する方向に沿っ
て機械的に揺動させ、３次元領域を超音波走査することで取得することができる。この他
、超音波振動素子が二次元的に配列された超音波プローブ１２を用いて、電気的制御によ
り３次元領域を超音波走査することでも、同様に取得することができる。さらに、図２に
示した自走式走査が可能なデバイスを用いる撮影、或いは、超音波振動素子が１次元的に
配列された超音波プローブ（必要に応じて、位置センサが設けられたもの）を用いて、手
動によって複数断層を取得する撮影等でも、同様に取得することができる。
【００４４】
　図３は、微小構造物抽出処理を説明するための図である。同図に示すように、画像部デ
ータに含まれる複数の二次元画像から、対象画像３１と参照画像３２とを選択する。対象
画像３１は、本微小構造物抽出処理の対象とされる画像である。参照画像３２は、対象画
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像３１とは空間的に異なる（例えば、対象画像からｋフレーム離れた）別の断層像であり
、本微小構造物抽出処理に利用されるものである。これらの画像は、Ｂモード診断同様、
プローブ本体から垂直方向の断面であることが望ましい。
【００４５】
　図４（ａ）は対象画像の模式図を、図４（ｂ）は参照画像の模式図をそれぞれ示してい
る。本微小構造物抽出処理では、対象画像から参照画像を差し引くことによって、差分画
像を生成する。このとき、対象画像上の各画素(xi,yi)（対象画素）に対して、参上画像
上に設定される参照領域Ri内に存在する画素の代表値を決定し、これを対象画素(xi,yi)
の値から差し引くものとする。ここで、参照領域とは、参照画像上の座標が対象画素と同
一な画素（対応画素）を含むように、任意のサイズで参照画像上に設定されるものである
。なお、参照領域Riの代表値は、参照領域Riの特徴を代表するものであればどんなもので
もよい。具体例としては、最大値、平均値、中央値等を挙げることができる。本実施形態
においては、代表値として最大値を採用するものとする。この差分画像の生成は、次の式
（１）ように表すことができる。
【００４６】
Qi(xi,yi) = Pi(xi,yi)　-　MAX [ Pi-k (xi+m,yi+n) ]　　　　　（１）
ここで、Qi(xi,yi)は差分画像の各画素の値、Pi(xi,yi)は対象画像上の対象画素の値、Pi
-k (xi,yi)はPi(xi,yi)と空間的に対応する位置にある参照画像上の各画素の値、Pi-k (x
i+m,yi+n)は参照領域Ri内の各画素の値、m、nは参照領域の大きさを指定する任意の値、M
AX[]は[]内から最大値を選択する演算をそれぞれ示している。従って、図４（ｂ）は、x
軸方向及びy軸方向共に±２画素、計２５画素からなる参照領域Riを例示したものとなっ
ている。なお、この減算処理において、結果が負数の場合は全てゼロ（輝度地＝黒）とす
るのが望ましい。
【００４７】
　本微小構造物抽出処理によって生成される差分画像は、連続構造物及びランダムなスペ
ックルパタンを除去し、微小構造物を好適に映像化するものとなる。これは、以下の理由
による。すなわち、画像群データを構成する二次元超音波画像上に残存する連続構造物は
、微小石灰より大きな構造物であり、奥行き方法の連続性を持っていると考えられる。こ
の観点より、超音波断層像のある１点に注目する場合、連続構造物は、例えば図５に示す
ような信号強度（画像の輝度）（ａ）の変化が緩やかであることが予想される。一方、微
小構造物では、図５の信号強度（ｂ）のごとく、特定の画像にのみ含まれることが予想さ
れる。従って、連続或いは近接するフレーム画像から差分画像を生成（例えば、画像Fi（
対象画像）から画像Fi-1（参照画像）を減算）すると、当該差分画像により、不連続に存
在する微小構造物（例えば微小石灰化部分）のみ抽出することができる場合がある。
【００４８】
　しかしながら、この様な画像間の差分だけでは、有効な抽出が行われないケースがある
ことも、発明者等の検討で明らかになっている。係るケースは、例えば対象画像上にスペ
ックルパタンがランダムに発生する場合、対象画像と参照画像との間で空間的位置にずれ
が発生する場合等に顕著である。
【００４９】
　本微小構造物抽出処理では、対象画像上の各画素(xi,yi)につき、参照画像上に設定さ
れた参照領域Ri内に存在する画素の最大値を画素(xi,yi)の値から差し引くことで、微小
構造物抽出画像としての差分画像を生成する。従って、例えば、対象画像と参照画像との
間で空間的位置にずれが発生する場合であっても、対象画像上の対象画素によって映像化
された部位は、参照画像上の参照領域に存在することになる。その結果、微小構造物の抽
出性能を向上させることができる。
【００５０】
　本微小構造物抽出処理は、参照画像の選択、及び参照領域サイズの選択には拘泥されな
いが、その基準としては例えばものを挙げることができる。
【００５１】
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　第１に、映像化ターゲット（今の場合、石灰化部位）の大きさに基づいて、参照画像を
選択することができる。すなわち、差分処理を行うにあたり、フレーム間の距離が小さい
と画像間の差が小さくなる。従って、微小構造物の大きさが画像間の差を上回る場合には
、差分結果がゼロとなることが予想される。この様な問題を解決するため、対象画像から
、予測される微小構造物の大きさを上回る程度離れたフレームを、参照画像として選択す
ることが好ましい。
【００５２】
　第２に、対象画像と参照画像との間で予想される位置ずれの大きさに基づいて、参照領
域サイズを選択することができる。すなわち、差分処理を行うにあたり、対象画像と参照
画像との間の位置ずれが参照領域サイズを上回る場合には、対象画像上の対象画素によっ
て映像化された部位が、参照画像上の参照領域に存在しなくなってしまう。係る問題を解
決するため、参照領域は、対象画像と参照画像との間で予想される位置ずれの大きさを上
回るサイズを持つことが好ましい。
【００５３】
　第３に、スペックルパタンの大きさに基づいて、参照画像を選択することができる。す
なわち、差分処理を行うにあたり、対象画像と参照画像との間隔がスペックルパタンのサ
イズを上回る場合には、差分結果がゼロとなり、スペックルパタンを微小構造物と共に抽
出してしまう。この様な問題を解決するため、対象画像との間隔がスペックルパタンの大
きさを下回るように、参照画像を選択することが好ましい。なお、スペックルパタンのサ
イズは、送信超音波の周波数に依存する。従って、送信超音波の周波数に応じても、参照
画像を選択することがさらに好ましい。
【００５４】
　第４に、映像化対象以外の構造物のサイズに基づいて、参照領域サイズ及び参照画像を
選択することができる。すなわち、差分処理を行うにあたり、対象画像と参照画像との間
隔が映像化対象以外の構造物のサイズを上回る場合には、差分結果がゼロとなり、当該構
造物を映像化対象と共に抽出してしまう。この様な問題を解決するため、対象画像との間
隔が映像化対象以外の構造物の大きさを下回るように、参照画像を選択することが好まし
い。
【００５５】
　以上の基準に基づいて、参照画像の位置及び参照領域サイズは、入力装置１３を介した
マニュアル操作により、任意の値に設定することができる。また、参照画像の位置につい
ては、超音波断層面の奥行き方向に揺動もしくは走査する速度を制御することによっても
、決定することができる。本実施形態においては、説明を具体的にするため、対象画像と
参照画像との間の間隔及び参照領域サイズは、共に数ミリ程度であるとする。
【００５６】
　参照画像の位置は、以下のような手法により、自動的に決定することも可能である。す
なわち、まず、画像生成ユニット２５は、参照画像としてフレームFi-1を選択し、これを
対象画像Fiとを用いて差分処理を行う。次に、結果として得られた差分画像上の輝度値（
画素値）の総和S1を演算する。他のフレームFi-2、Fi-3、・・・を参照画像として同様の
処理を実行し、各総和S2、 S3、・・・を同様に演算する。一般に、診断画像内の微小構
造物は大量に存在しない。従って、各総和Siの多くは組織構造の微小な変化による残差で
あり、これはフレーム距離が離れるに従い増大していく。この点に着目し、予め定めた閾
値より大きくなった総和Siに対応するフレームを、差分演算に好適な参照画像として選択
することができる。
【００５７】
　ところで、ある画素の輝度値の変化が図５（ｂ）に示す形態であれば、参照画像は対象
画像に対し一枚で問題あっても、微小構造物と、連続構造物及びランダムなスペックルパ
タンとを好適に区別することができる。しかしながら、ある画素の輝度値の変化が図５（
ｃ）に示す形態である場合には、参照画像３２が一枚だけでは、微小構造物と、連続構造
物及びランダムなスペックルパタンとを好適に区別することができない。なぜなら、輝度
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値変化が図５（ｃ）に示す形態である場合には、微小構造物では内にも関わらず、対象画
像Fiと参照画像Fi+ｍとの差分はゼロにはならないからである。
【００５８】
　この様な問題を解決するため、本超音波診断装置１では、参照画像３２を二枚以上設定
することができる。例えば、図６に示すように対象画像から前後に±ｍフレーム離れた二
つの参照画像を用いて、対象画像Fiと参照画像Fi+ｍとの差分値及び対象画像Fiと参照画
像Fi-ｍとの差分値を計算する。その結果、双方の差分値の間で大小関係がある場合には
、輝度値変化が図５（ｃ）に示す形態であると推定できるため、差分画像の当該画素につ
いての値として小さい方の差分値を採用する。なお、参照画像３２を二枚以上設定する場
合であっても、各参照画像の選択基準は既述の通りである。また、より好適な微小構造物
抽出を可能とするため、参照画像は対象画像に対して対称に選択されることが好ましい。
【００５９】
　（差分画像の表示形態）
　次に、微小構造物抽出処理によって得られる微小構造物抽出画像の表示形態について説
明する。なお、以下に述べる各実施例に係る表示形態は、単独で、或いは複数を組み合わ
せて用いることが可能である。
【００６０】
　（実施例１）
　本実施例に係る表示形態は、微小構造物抽出画像としての差分画像を、当該差分画像の
生成に用いた対象画像の取得時の超音波プローブ位置を示す情報と共に表示するものであ
る。超音波プローブ位置を示す情報は、その目的を果たすものであればどの様なものであ
ってもよいが、典型例としては、図７Ａに示すような、ボディマーク上に設定される超音
波プローブ１２の模式図を挙げることができる。この様な超音波プローブ位置を示す情報
は、例えば図２に示した位置検出装置１６により検出さるプローブ位置情報に基づいて生
成することができる。図７Ａのボディマークの場合、画像合成部２７は、制御プロセッサ
２８の制御に従って、プローブ位置が示されたボディマークを生成し、差分画像と合成し
てモニター１４に送り出す。これにより、図７Ａに示した形態で、超音波プローブ位置を
示す情報と共に差分画像を表示することができる。なお、必要に応じて、画像群データを
構成する二次元画像の全てのプローブ位置情報に基づいて、超音波プローブ１２の走査範
囲或いは既に表示済みの領域を「軌跡」として、ボディマーク上に色別表示するようにし
てもよい。
【００６１】
　（実施例２）
　本実施例に係る表示形態は、微小構造物抽出処理によって得られる複数の差分画像（例
えば、画像群データに対応する差分画像）を用いて図７Ｂに示すようなＭＩＰ処理（Maxi
man Intensity Projection：最大値投影処理）を実行し、その結果得られるＭＩＰ画像を
微小構造物抽出画像として表示するものである。これにより、複数の差分画像に含まれる
微小構造物の情報を、１枚のＭＩＰ画像に凝縮することができる。このＭＩＰ画像を電子
カルテ等の添付データとして利用することで、管理データサイズの縮減を図ることができ
る。
【００６２】
　（実施例３）
　本実施例に係る表示形態は、定量的解析を用いて画像群データから一定の信頼性を持つ
差分画像を抽出し、これを用いて上記実施例２に係るＭＩＰ処理を実行するものである。
すなわち、画像群データに対応する差分画像の各画素について輝度曲線を生成し、これを
用いてある期間（例えばフレーム間隔）での時間的変化量及びその標準偏差を算出する。
得られた結果のうち著しく異なる値を示す標準偏差（例えば、所定の閾値以上を持つ標準
偏差）に対応する画素は、微小構造物である可能性が高いということができる。従って、
当該画像を有する差分画像を抽出し、これらを用いたＭＩＰ処理を行うことで、微小構造
物の抽出精度を向上させることができる。
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【００６３】
　（実施例４）
　本実施例に係る表示形態は、微小構造物抽出処理前のＢモード画像、微小構造物抽出画
像、差分画像を用いたＭＩＰ処理によって得られるＭＩＰ画像を、重畳表示、Ｄｕａｌ表
示、Ｔｒｉｐｌｅｘ表示のいずれかの形態で表示することができる。重畳表示の場合、ス
ペックルパタン除去前のＢモード画像と、除去後の新たな画像は、基本色をそれぞれ変え
て重畳することで、両者の識別が可能となる。また、Ｄｕａｌ表示のような並列表示にお
いて、異なる種類の画像が同時に表示される各表示形態においては、各画像において同一
の位置に対応するようにカーソルが配置される。従って、医師等の観察者は、目的に応じ
て所望の表示形態、所望のタイミングにて微小構造物抽出画像を表示できると共に、複数
種類の画像によって微小構造物を迅速且つ簡単に特定し観察することができる。
【００６４】
　（動作）
　図８は、本実施形態に係る微小構造物抽出処理の流れを示したフローチャートである。
なお、説明を具体的にするため、図８の例では、上記実施例１に係る表示形態を採用する
ものとする。同図に示すように、まず、ボリューム走査開始に伴って微小構造物抽出処理
へ遷移する指令を受けて、必要なパラメータ群が読み込まれる（ステップＳ１、Ｓ２）。
ここで、微小構造物抽出処理に必要なパラメータ群とは、参照画像の数、対象画像との距
離、平滑処理（最大値演算）の領域等である。
【００６５】
　次に、所定の手法を用いたボリュームスキャンによって乳房に関する画像群データが取
得され、メモリに格納される（ステップＳ３）。その後、画像生成ユニット２５は、参照
画像毎の参照領域の代表値を算出し（ステップＳ４）、これを用いて既述の微小構造物抽
出処理を実行することで、画像群データに対応する複数の差分画像を生成する（ステップ
Ｓ５）。得られた差分画像は、モニター１４に例えばプローブ位置情報を有するボディマ
ークと共に表示され、自動的に保存される（ステップＳ６）。
【００６６】
　その後、画像フリーズもしくは本発明の映像モードを終了する指令が行われるまで、診
断装置は本微小構造物抽出処理を繰り返し実行する。
【００６７】
　（効果）
　以上述べた構成によれば、以下の効果を得ることができる。
【００６８】
　本超音波診断装置によれば、例えば乳房、肝臓、膵臓等の診断において、不連続に存在
する微小構造物を、当該画像と実質的に直交する方向（奥行き方向）関する情報をも用い
て、抽出している。特に、微小構造物抽出処理における最大値平滑化は、対象画像と参照
画像との単なる差分では除去しきれない、スペックルパタンの変動や、構造物の断面方向
の位置ずれによる残存をも効果的に除去することが可能となる。
【００６９】
　図７Ｃ（ａ）は、通常のＢモード画像を示した図であり、図７Ｃ（ｂ）は、微小構造物
抽出画像を示した図である。双方を比較した場合、図７Ｃ（ａ）に示す通常のＢモード画
像では、微小石灰化部位に加えて、組織の一部をも映像化されてしまっており、点状の高
輝度部位が多く散在している。従って、どの点が微小石灰化部位に対応するのかを、肉眼
で識別することはできない。一方、図７Ｃ（ｂ）に示す微小構造物抽出画像では、微小石
灰化部位のみが抽出され、点状の高輝度部位として映像化されている。
【００７０】
　従って、３次元的に連続して分布する連続構造物と局在する微小構造物とを弁別し、微
小構造物が抽出された微小構造物抽出画像をリアルタイムで生成し表示することができる
。医師等は、この微小構造物抽出画像を観察することで、目視ではスペックルパタンとの
分別が難しく、且つある特定の断面像にのみ現れるような微小構造物を、短時間で発見す
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ることが可能となる。
【００７１】
　また、本超音波診断装置では、微小構造物抽出処理に用いる参照画像とするフレーム及
び参照領域のサイズを任意に選択することができる。従って、検査目的や個体差に応じた
参照画像とするフレーム及び参照領域のサイズを設定することで、個々の状況に対応させ
た微小構造物の好適な映像化が可能である。
【００７２】
　また、本超音波診断装置では、対象画像取得時のプローブ位置及び走査範囲が設定され
たボディマークと共に微小構造物抽出画像を表示する、微小構造物抽出処理で得られた差
分画像を用いて生成されるＭＩＰ画像を所定の形態で表示する、微小構造物抽出前後の画
像を所定の形態で表示する等、種々の表示形態を採用することができる。従って、医師等
は、所望の表示形態で微小構造物抽出画像を観察、又は種々の表示形態による微小構造物
抽出画像を比較することで、目視ではスペックルパタンとの分別が難しく、かつある特定
の断面像にのみ現れるような微小構造物を、短時間で発見することが可能となる。
【００７３】
　（第２の実施形態）
　本実施形態に係る超音波診断装置１は、画像群データに対し所定のスペックルリダクシ
ョン処理（前段スペックルリダクション処理）を施した後、第１の実施形態で述べた微小
構造物抽出処理を実行するものである。前段スペックルリダクション処理は、連続構造物
及びスペックルパタン（ランダムなものも含む）の少なくとも一方の除去を目的とするも
のであれば、どの様なものであってもよい。具体例としては、画像群データを用いた３次
元ＣＦＡＲ（Contrast False Alarm Rate）処理、画像群データを構成する各二次元画像
に対する二次元ＣＦＡＲ処理、異なる方向からの送受信信号を重畳させてスペックルパタ
ンを平滑化させる空間コンパウンド法、統計的性質を利用してスペックルパタンを除去す
る類似度フィルタ法等を挙げることができる。
【００７４】
　図９は、本実施形態に係る微小構造物抽出処理の流れを示したフローチャートである。
同図に示すように、ボリューム走査開始に伴って微小構造物抽出処理へ遷移する指令を受
けて、必要なパラメータ群が読み込まれ、スキャンによって乳房に関する画像群データが
取得され、メモリに格納される（ステップＳ１、Ｓ２、Ｓ３）。次に、画像生成ユニット
２５は、画像群データに対して前段スペックルリダクション処理が施した後（ステップＳ
３'）、参照画像毎の参照領域の代表値を算出し（ステップＳ４）、これを用いて既述の
微小構造物抽出処理を実行することで、画像群データに対応する複数の差分画像を生成す
る（ステップＳ５）。得られた差分画像は、モニター１４に例えばプローブ位置情報を有
するボディマークと共に表示され、自動的に保存される（ステップＳ６）。
【００７５】
　以上述べた構成によっても、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００７６】
　（第３の実施形態）
　次に、第３実施形態に係る超音波診断装置１は、３次元画像用の揺動プローブもしくは
３次元画像用二次元振動子プローブではなく、１次元配列素子からなる二次元画像用プロ
ーブを用いて第１の実施形態に係る微小構造物抽出処理又は第２の実施形態に係る微小構
造物抽出処理を実行するものである。本実施形態に係る超音波診断装置の構成は、超音波
プローブ１２が二次元画像用プローブである点以外は、図１に示したものと略同一である
。なお、以下説明を具体的にするため、第１の実施形態に係る微小構造物抽出処理を行う
場合を例とする。
【００７７】
　図１０は、本実施形態に係る微小構造物抽出処理の流れを示したフローチャートである
。同図に示すように、まず、被検体の走査が行われる（ステップＳ１１）。この際、操作
者は走査断層面を少しずつ変えながら、異なる断層像を取得することが前提となる。これ
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らの画像は装置内メモリ（あるいは装置内ハードディスクなど）に逐次記録されていく（
ステップ１２）。
【００７８】
　画像取得が終了すると、入力装置１３からの指示に従って微小構造物抽出処理へ遷移し
、この時、記録された複数の画像が呼び出され、既述の（第１の実施形態で述べた）各処
理が実行され、その結果が微小構造物抽出画像としてモニター１４に表示される（ステッ
プＳ１３、Ｓ１４）。操作者はこの新たな画像を見て読影を行い、好適な診断が行われれ
ば、本フローを終了する（ステップＳ１５）。一方、適当な診断情報が得られなかった場
合は、微小構造物抽出処理のためのパラメータを変更するなどを行い（ステップＳ１５、
１６）、新しいパラメータの基いて再度ステップＳ１３、Ｓ１４の各処理を繰り返す。
【００７９】
　本実施形態に係る超音波診断装置では、二次元画像用プローブを用いて少しずつ走査位
置を変更しながら超音波画像を取得し、これを一旦メモリに格納する。その後、格納され
た超音波画像を読み出し、これを用いて微小構造物抽出処理を実行するという構成となっ
ている。従って、超音波プローブ１２が電子的制御又は機械的制御によって３次元領域を
走査可能なものでない場合であっても、微小構造物抽出機能を実現することができる。ま
た、微小構造物抽出画像はリアルタイムでは得られないものの、対象画像フレームを挟ん
だ両側の参照画像の情報が使用できるなど、利点は大きい。
【００８０】
　（第４の実施形態）
　本実施形態では、事前に取得された画像群データを用いて、第１の実施形態に係る微小
構造物抽出処理又は第２の実施形態に係る微小構造物抽出処理を実行する画像処理装置に
付いて説明する。この様な画像処理装置は、微小構造物抽出機能に係る各処理を実行する
プログラム（微小構造物抽出プログラム）をワークステーション等のコンピュータにイン
ストールし、これらをメモリ上で展開することによっても実現することができる。このと
き、微小構造物抽出プログラムは、磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリなどの記録
媒体に格納して頒布することも可能である。
【００８１】
　図１１は、第４の実施形態に係る画像処理装置５の構成を示したブロック図である。同
図に示すように、本画像処理装置５は、操作部５１、微小構造物抽出処理専用デバイス５
２、表示部５３、制御部５５、記憶部５７、画像処理部５８、送受信部５９を具備してい
る。
【００８２】
　操作部５１は、操作者からの各種指示、条件、等を当該装置１に取り込むためのトラッ
クボール、各種スイッチ、マウス、キーボード等を有している。
【００８３】
　表示部５３は、超音波画像（Ｂモード画像、微小構造物抽出画像等）、所定の操作を行
うための入力画面等を所定の形態にて表示する。
【００８４】
　制御部５５は、当該画像処理装置５を構成する各ユニットを動的又は静的に制御する。
特に、制御部５は、記憶部５７に格納される微小構造物抽出プログラムを自身のメモリ上
に展開し、これに従って表示に５３、画像処理部５８等を統括的に制御する。
【００８５】
　記憶部５７は、微小構造物抽出プログラムを格納する。また、記憶部５７は、ネットワ
ークを介して送受信部５９が取得した画像群データ、或いは脱着可能な記憶媒体を介して
取得した画像データ等を格納する。
【００８６】
　画像処理部５８は、制御部５５の制御のもと、既述の微小構造物抽出処理を実行する。
【００８７】
　送受信部５９は、ネットワークを介して超音波診断装置やＰＡＣＳ（Picture Archivin
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g and Communication System）サーバと画像データを含む情報の送受信を行う。
【００８８】
　また、本画像処理装置５は、微小構造物抽出処理専用デバイス５２を具備している。こ
のデバイスは、当該画像処理装置５において微小構造物処理を行う際に必須とされるもの
ではないが、事後的に微小構造物処理を行う場合により良好な操作性を実現するためのも
のである。具体例としては、以下の構成を持つものを挙げることができる。
【００８９】
　図１２は、微小構造物抽出処理専用デバイス５２の一例を示した図である。同図に示す
ように、微小構造物抽出処理専用デバイス５２は、一般のパソコンに付属されるキーボー
ド５２０の他に、超音波プローブ型ジョイスティック５２１、読影用専用ボタン５２２、
及びトラックボール５２３からなる。ジョイスティック５２１は、少なくとも前後に移動
可能なレバー型の操作具であり、診断対象の画像データに対し、表示させるフレーム位置
を制御することが可能となっている。具体的には、動画像の再生、逆再生、コマ送り、早
送り再生などが、操作者が移動させたジョイスティック５２１の位置等と連動するように
なっている。このジョイスティック５２１は、好適には超音波プローブと同様な形状を有
する。これによって操作者は、動画フレームを再生し、診断に必要な微小構造物を発見し
た時（普通、人間は認識に時間がかかるので、発見と同時にフレームを停止できない）、
数フレーム戻って再確認する動作を、コンピュータによる事後読影診断であっても、実際
に被検体を走査するのと同様な感覚で、プローブの移動を停止したり、走査方向を変えた
りできることができる。
【００９０】
　また読影用専用ボタン５２２は、微小構造物抽出処理を組み合わせた読影を効率的に行
うための種々の機能が割り付けられている。例えば、モニターに表示する画像は、微小構
造物抽出処理前後の画像をボタン入力により切り替えが可能となっている。その他、所望
の画像フレームを静止画として別途保存するボタン、画像中に注釈文字や矢印の入力など
、診断装置上と同様の操作を指示する。またトラックボール５２３は、モニター上のポイ
ンターである。言うまでも無く、マウスで代用してもよい。
【００９１】
　なお、本画像処理装置５によって第１の微小構造物抽出処理を実行する場合には、記憶
部５７に格納された画像群データに対して図８に示すステップＳ４～Ｓ６までの処理が、
また、第２の微小構造物抽出処理を実行する場合には、同じく記憶部５７に格納された画
像群データに対して図に示すステップＳ３'～Ｓ６までの処理が、それぞれ実行されるこ
とになる。
【００９２】
　本実施形態に係る画像処理装置によれば、第１又は第２の微小構造物抽出処理を事後的
に、例えば医用ワークステーション等の端末において実行することができる。また、その
際、微小構造物抽出処理専用デバイスを用いることで、撮影事後での画像観察であるにも
関わらず、実際に被検体を走査中にプローブの移動を停止したり、走査方向を変えたりす
る状況と同様な感覚で、微小構造物抽出画像を表示することができる。その結果、好適な
微小構造物抽出画像を、高い操作性にて効率よく観察することができ、医師等の作業負担
を軽減させることができる。
【００９３】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。
【００９４】
　また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々
の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削
除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００９５】
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　以上本発明によれば、例えば乳腺等の連続構造物と微小石灰化部分等の微小構造物とを
正確に区別し、微小構造物を抽出することができる超音波診断装置等を実現することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００９６】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置１の構成を示したブロック図であ
る。
【図２】図２は、位置検出装置１５の一例を示した図である。
【図３】図３は、微小構造物抽出処理を説明するための図である。
【図４】図４（ａ）は対象画像の模式図を、図４（ｂ）は参照画像の模式図をそれぞれ示
している。
【図５】図５は、画素毎の信号強度（画像の輝度）の変化例を示した図である。
【図６】図６は、画素毎の信号強度（画像の輝度）の変化例を示した図である。
【図７Ａ】図７Ａは、微小構造物抽出画像の表示形態の一例を示した図である。
【図７Ｂ】図７Ｂは、微小構造物抽出画像の表示形態の他の例を示した図である。
【図７Ｃ】図７Ｃ（ａ）は、通常のＢモード画像を示した図であり、図７Ｃ（ｂ）は、微
小構造物抽出画像を示した図である。
【図８】図８は、第１の実施形態に係る微小構造物抽出処理の流れを示したフローチャー
トである。
【図９】図９は、第２の実施形態に係る微小構造物抽出処理の流れを示したフローチャー
トである。
【図１０】図１０は、第３の実施形態に係る微小構造物抽出処理の流れを示したフローチ
ャートである。
【図１１】図１１は、第４の実施形態に係る画像処理装置２の構成を示したブロック図で
ある。
【図１２】図１２は、微小構造物抽出処理専用デバイス５２の一例を示した図である。
【符号の説明】
【００９７】
１…超音波診断装置、５…画像処理装置、１２…超音波プローブ、１１…装置本体、１３
…入力装置、１４…モニター、１５…位置検出装置、１６…外部記憶装置、２１…超音波
送信ユニット、２２…超音波受信ユニット、２３…Ｂモード処理ユニット、２４…ドプラ
処理ユニット、２５…画像生成ユニット、２６…画像メモリ、２７…画像合成部、２８…
制御プロセッサ（ＣＰＵ）、２９…内部記憶部、３０…インターフェース部、５１…操作
部、５２…微小構造物抽出処理専用デバイス、５３…表示部、５５…制御部、５７…記憶
部、５８…画像処理部、５９…送受信部、５２０…キーボード、５２１…超音波プローブ
型ジョイスティック、５２２…読影用専用ボタン、５２３…トラックボール
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